
  

 

 

 

 



表紙絵は、2018（平成 30）年度の「八尾市人権教育・啓発プラン推進市民

フォーラム」で作成したＬＩＮＥスタンプを活用しています。 

このＬＩＮＥスタンプは、人権啓発の手法の一つとして、公募市民等で構

成されるフォーラム会議の中で、委員の方々が、人権について、こんな言葉

を啓発したい、こんなことをみんなに知ってもらいたいという考えを出し合

ってもらったものです。また、デザインには、人権啓発の催しである「ひゅ

ーまんフェスタ」のマスコットキャラクター「ひゅーペン」を用いており、

より多くの方に利用してもらい、さまざまな人権についての理解を広めてい

ただきたいという思いで作成しました。 

このＬＩＮＥスタンプは、「ひゅーペン 気持ちを伝えるスタンプ」として

ご購入いただけます。 

 



  

ごあいさつ  
 

 

本市におきましては、すべての人の人権が尊重される社会づくり

に向け、2016（平成 28）年に「第２次八尾市人権教育・啓発プラン」

を市民の皆様とともに策定し、人権意識の高揚にかかるさまざまな

取り組みを進めてまいりました。 

国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」、すなわちＳＤ

Ｇｓにおいて、「誰一人取り残さない」という理念が示される中、2021

（令和３）年度には、「八尾市第６次総合計画」が新たにスタートし

ます。総合計画においては、「一人ひとりの人権が尊重される差別のない社会の推進」

を掲げており、一人ひとりの人権が尊重され、差別のない、ともに認め合い、すべて

の生活領域で誰一人取り残されることなく安心して暮らすまちづくりをめざしていま

す。 

めまぐるしく変化する社会経済情勢等の影響により、私たちを取り巻く環境も変化

し、人権に関する諸問題も複雑多様化しています。これを受け、人権に関する法制度

や新たな課題に対応するため、この度、「第２次八尾市人権教育・啓発プラン」の改定

を行いました。 

今後は、改定した本計画に基づき、すべての人の人権が尊重される社会の実現に向

け、施策のさらなる推進に努めてまいる所存です。皆様におかれましては、より一層

のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

結びに、本計画の見直しにあたり、熱心なご議論を賜りました八尾市人権教育・啓

発プラン策定審議会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をいただきました皆

様に、心より厚くお礼を申し上げます。 

2021（令和３）年３月 

                     八尾市長   
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序章     

 

本市では、2001（平成13）年に、「八尾市人権尊重の社会づくり条例」を制

定し、人権が尊重され、共に認め合い、幸せに暮らせる社会づくりに取り組

んできました。また、2021（令和３）年度からはじまる「八尾市第６次総合

計画」では、まちづくりの目標の１つに「つながりを創り育て自分らしさを

大切にしあうまち」を掲げ、人権尊重のまちづくりを進めていきます。 

「八尾市人権教育・啓発プラン」は、同条例に基づく八尾市人権尊重の社

会づくり審議会から「人権意識の高揚を図るための施策」及び「人権擁護に

資する施策」を総合的に推進するための方策について、2003（平成15）年10

月に答申を受け、2006（平成18）年３月に策定後、2016（平成28）年３月に

「第２次八尾市人権教育・啓発プラン」（以下、本計画という。）を策定いた

しました。 

本計画においては、市民一人ひとりが人権を自分自身の課題としてとらえ、

人権を尊重することの重要性を正しく認識し、すべての人びとの人権にも十

分に配慮した行動が取れるよう、人権意識の高揚にかかる施策の推進を行っ

ていくこととし、取り組みを進めてきました。 

2020（令和２）年度において、本計画の策定から５年が経過することから、

社会状況の変化や法制度の整備、新たに発生している課題等への対応、市の

総合計画をはじめとする関係計画等との整合性を図るため、今般、本計画の

中間見直しをいたしました。 

本計画を改定するにあたって、「八尾市人権教育・啓発プラン策定審議会」

を設置し、人権関係団体から選出された方や市民の方などの参画のもと、市

民との協働で計画の策定に取り組んできました。また、本審議会では、ワー

キング部会を設置し、ワークショップ形式を取り入れ、計画内容について検

討を行ってきました。 

また、2019（令和元）年度に、「令和元年度人権についての市民意識調査」

を実施し、広く市民の人権についての現状や意識等の把握を行いました。 

今後も、引き続き人権を尊重するまちづくりの実現に向けて施策を総合的

に推進し、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に向けて、本計画

の推進に努めていきます。 


